
株
券
等
の
大
量
保
有
の
状
況
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
六
号
）

○

改

正

案

現

行

（
新
株
予
約
権
証
券
等
の
換
算
）

（
新
株
予
約
権
証
券
等
の
換
算
）

第
五
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
数

第
五
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
数

は
、
次
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

一

新
株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

一

新
株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
数

。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。

。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
発
行
の
日
か
ら
会
社
法
第
二
百
三
十
六
条
第

ロ

当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
発
行
の
日
か
ら
会
社
法
第
二
百
三
十
六
条
第

一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
間
（
同
法
第
二
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
が
二
月
を
超
え
な
い
こ

よ
り
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
期
間
を
含
む
。
）
の
末
日
ま
で
の

と
。

期
間
が
二
月
を
超
え
な
い
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

六

新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
（
令
第
一
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
新
投
資

六

新
投
資
口
予
約
権
証
券
等
（
令
第
一
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
新
投
資

口
予
約
権
証
券
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
投
資
口
予
約

口
予
約
権
証
券
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
投
資
口
予
約

権
等
（
新
投
資
口
予
約
権
及
び
外
国
投
資
法
人
に
対
す
る
権
利
で
新
投
資
口

権
等
（
新
投
資
口
予
約
権
及
び
外
国
投
資
法
人
に
対
す
る
権
利
で
新
投
資
口

予
約
権
の
性
質
を
有
す
る
権
利
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

予
約
権
の
性
質
を
有
す
る
権
利
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
目
的
で
あ
る
投
資
口
の
数
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当

の
目
的
で
あ
る
投
資
口
の
数
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当

す
る
新
投
資
口
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
零
と
す
る
。

す
る
新
投
資
口
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
零
と
す
る
。



イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
新
投
資
口
予
約
権
証
券
の
発
行
の
日
か
ら
投
資
信
託
及
び
投
資
法

ロ

当
該
新
投
資
口
予
約
権
証
券
の
発
行
の
日
か
ら
投
資
信
託
及
び
投
資
法

人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
八
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
（
同
法
第
八

人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
八
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
の
末
日
ま
で

十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

の
期
間
が
二
月
を
超
え
な
い
こ
と
。

期
間
を
含
む
。
）
の
末
日
ま
で
の
期
間
が
二
月
を
超
え
な
い
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

七
〜
十

（
略
）

七
〜
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


